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2013
2013年10月1日から2014年1月1日の間に施

行が予定されている入国管理法の具体的な

改訂内容が、2013年9月6日付で発表されまし

た。PwCリーガルは現行ルールではカバーさ

れていない点や、改善されるべき点をまとめて

政府に提出し、今回の改定でその多くが採択

されました。今後も英国での事業の発展を支

えられる駐在員の皆様、出張で渡英される皆

様の意見を政府に伝え、適宜ルールの改善

を求めていきます。

以下の事項を含め、改定の大半は2013年10

月1日より施行される予定です。

Tier 2 ICT(企業内転勤用）ビザの申請要項で

あった英語力の証明書について

現行のルールでは、Tier 2 ICTビザを英国内

で延長申請して滞在が通算で3年を超える場

合、報酬が£152,100以上の方に限り、英語力

の証明に関する書類の提出が免除されていま

す。2013年10月1日以降は報酬のレベルを問

わず、全てのTier 2 ICTの申請で英語力の証

明に関する書類の提出が免除されます。

会社の株式保有に関する条件変更について

Tier 2 General（新規採用）ビザの申請におい

て報酬が£152,100を超える方には、雇用者と

なる英国の会社が非上場会社である場合に

限り、その会社の株を10％以上保有すること

が容認されるようになります。これは同ビザを

持ってその会社の重役ポジションに就任され

る方には歓迎されるべき変更です。

Tier 1 Graduate Entrepreneur（新卒企業家）

ビザに関する条件の変更について

現在Tier 1 Graduate Entrepreneurのビザで

英国に滞在している方は、会社のスポンサー

シップの下、Tier 2 Generalビザに切替えるた

めの申請が認められるようになります。この場

合、通常Tier 2 Generalビザの申請要項であ

る労働市場テスト（採用活用）を行う必要はあ

りません。

Business Visitorsとして渡英する場合の渡航

目的に関する条件の変更について

2013年10月1日以降、以下のような場合は

Business Visitorとして入国することが許可され

るようになります。

 英国外のグループ会社より、英国の会社

に内部監査を行う目的で渡英する場

合・・・PwCリーガルより提案したルール改

定案のひとつです。現行のルールでは就

労ビザを申請することが求められますが、

Business Visitorとしての入国が許可され

るようになります。

 研修に参加するために渡英が必要な場

合・・・同じくPwCリーガルより提案したル

ール改定案のひとつです。現行のルール

では社内研修に参加する場合に限って

Business Visitorとして入国が許可されま

すが、2013年10月1日以降は社内研修に

限らず、他の企業、団体が主催する一般

の申し込みが可能な各種研修に参加す

る場合もBusiness Visitorとして入国が許

可されるようになります。但し、その研修内

容が担当する業務と関連するものである

ことが条件です。

 Tier 4ライセンスを持つ、もしくは政府機

関により認定された教育機関で、業務に

必要なスキルの習得のため、短期間の就

学目的で渡英する場合・・・内容が業務に

関連し、且つ就学日数が30日を超えない

ことが条件です。



www.pwclegal.co.uk

Indefinite Leave to Remain （ 永 住 権 ） 、

Naturalisation（帰化）の申請条件

英国の永住権、帰化の申請に関して、本年10

月28日以降の申請より"Life in the UK"の合

格証明書の提出に加え、Home Officeの指定

する英語テスト(リスニングとスピーキングのみ）

において、"Common European Framework of

Reference for Languages"で定められたレベル

B1に相当するスコアの証明書も提出が求めら

れます。但し、申請者の年齢が申請時に18歳

未満、若しくは65歳以上の場合はこの限りで

はありません。
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上記の内容についてのご質問、また本ニュースレターの配信の停止をご希望の方は、大変お手数

ですが、草野誠 （直通: +44 (0)20 7804 9756 makoto.kusano@pwclegal.co.uk)までご連絡くだ

さい。
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